
 
 
 

福岡市市民公益活動推進審議会運営要綱 

 

 
 

（趣  旨） 

第１条 この要綱は、福岡市市民公益活動推進条例第 19 条の規定に基づき、福岡市

市民公益活動推進審議会（以下「審議会」という。）の運営に必要な事項を定め

るものとする。 

 

（組  織） 

第２条    審議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

（１）学識経験者 

（２）地域関係者 

（３）ＮＰＯ・ボランティア関係者 

（４）企業関係者 

 
（会  長） 

第３条   審議会に、会長及び副会長を置くものとし、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会の会議（以下「会議」という。）の議長となる。

３ 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その 

説明又は意見を聴くことができる。 

４   副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務

を代理する。 

 
（部  会） 

第４条   審議会は、特定の事項を調査審議する必要があると認められるときは、審議

会の委員の一部をもって、部会を置くことができる。 

２  特に必要があると認めたときは、部会に審議会委員以外の委員を置くことができ

る。 

３  部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを決める。 

４ 部会長は、部会の会務を総理し、審議結果を審議会に報告する。 

５  部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 
（会議の公開） 

第５条   会議は、原則としてこれを公開する。 



（庶  務） 

第６条   審議会の庶務は、市民局コミュニティ推進部市民公益活動推進課において

行う。 

 

（その他の事項） 

第７条   この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が

審議会に諮って定める。 

 

附  則  

この要綱は、平成１７年６月２８日から施行する。 

 
附  則  

この要綱は、平成１９年５月１４日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、令和６年６月２０日から施行する。 


